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中
小
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業
等
協
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組
合
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の
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改
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案
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六
一
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（
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議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
近
年
、
中
小
企
業
組
合
に
つ
い
て
、
事
業
の
大
規
模
化
、
多
様
化
が
進
む
と
と
も
に
運
営
規
律
が
十
分
に
働

か
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
規
律
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
組
合
の
行
う
共

済
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
規
模
に
応
じ
た
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
中
小
企
業
組
合
全
般
の
運
営
規
律
の
強
化

１

役
員
の
任
期
の
見
直
し
を
図
る
と
と
も
に
、
理
事
に
よ
る
利
益
相
反
取
引
を
制
限
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
。

、

、

２

一
定
規
模
以
上
の
中
小
企
業
組
合
に
つ
い
て
は

監
事
に
業
務
監
査
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
を
義
務
化
す
る
と
と
も
に

員
外
監
事
制
度
の
導
入
、
余
裕
金
の
運
用
方
法
の
制
限
等
の
措
置
を
講
じ
る
。

二
、
共
済
事
業
を
実
施
す
る
中
小
企
業
組
合
の
健
全
性
の
確
保

１

共
済
事
業
と
他
の
事
業
と
の
区
分
経
理
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
責
任
準
備
金
等
の
積
立
て
、
余
裕
金
の
運
用
方
法

の
制
限
、
業
務
・
財
務
に
関
す
る
情
報
開
示
の
義
務
付
け
等
の
措
置
を
講
じ
る
。
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２

一
定
規
模
以
上
の
共
済
事
業
を
行
う
中
小
企
業
組
合
に
つ
い
て
は
、
共
済
事
業
以
外
の
事
業
と
の
兼
業
を
原
則
と
し
て

禁
止
す
る
と
と
も
に
、
健
全
性
に
関
す
る
基
準
の
設
定
等
の
措
置
を
講
じ
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
、
検
討

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。


